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長
寿
医
療
制
度
の
被
保
険
者
の
方
に

は
、
保
険
料
に
関
す
る
通
知
を
お
届
け

し
、
納
付
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。（
年

度
途
中
で
資
格
取
得
さ
れ
た
方
に
は
、

資
格
取
得
月
か
ら
約
３
か
月
後
に
通
知

し
ま
す
。）

　

今
一
度
ご
自
分
の
納
付
状
況
の
確
認

を
お
願
い
し
ま
す
。

○
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の
引
き
落
と

　

し
）
の
方

　

受
給
し
て
い
る
年
金
か
ら
自
動
的
に

引
き
落
と
し
さ
れ
ま
す
の
で
、
手
続
き

は
不
要
で
す
。

　

た
だ
し
、
特
別
徴
収
か
ら
口
座
振
替

へ
納
付
方
法
を
変
更
さ
れ
る
場
合
は
、

手
続
き
が
必
要
で
す
。

○
普
通
徴
収
（
納
付
書
や
口
座
振
替
に

　

よ
り
支
払
い
）
の
方

　

保
険
料
の
通
知
時
に
納
付
書
が
同
封

し
て
あ
り
ま
す
。
各
期
ご
と
に
納
期
限

が
あ
り
ま
す
の
で
、
期
限
ま
で
に
納
付

し
て
く
だ
さ
い
。
納
付
が
遅
れ
る
と
督

促
手
数
料
、
延
滞
金
が
か
か
る
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

納
付
に
は
、
口
座
振
替
が
便
利
で
す
。

　勤務の事情により、平日では医療機関を受診する
ことが容易でない方々であっても精密検査を受ける
ことができるよう、県内の医療機関の協力により、
日曜日に大腸がん精密検査を実施しています。
◆町内での実施予定場所／
　安本医院（周防大島町土居９２２）
☎０８２０（７３）０８２２
◆実施予定日／ 12 月７日㈰
◆注意事項／
・受診を希望される方は、あらかじめ、医療機関に
電話等で予約してください。
・精密検査は、通常の保険診療として行われますの
で、保険証を持参してください。
・町外の協力医療機関についてはお問い合わせくだ
さい。
○休日がん検診事業全般に関する問い合わせ先
　山口県健康福祉部健康増進課
☎０８３（９３３）２９４３

長
寿
医
療
保
険
料
の
納
付
に
つ
い
て

　

〜
納
付
状
況
の
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
〜

原
則
、
口
座
振
替
の
申
出
月
の
翌
月
か

ら
引
き
落
と
し
が
開
始
さ
れ
ま
す
。

　

長
寿
医
療
制
度
は
、
平
成
20
年
４
月

に
始
ま
っ
た
新
し
い
制
度
で
す
。
以
前

に
国
民
健
康
保
険
税
等
の
口
座
振
替
の

手
続
き
を
さ
れ
て
い
た
方
も
改
め
て
手

続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

※
文
章
中
「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
」

を
「
長
寿
医
療
制
度
」
と
呼
称
し
て
い

ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
／

　

健
康
増
進
課 
医
療
保
険
班

☎
０
８
２
０
（
７
７
）
５
５
０
２

日曜日にも大腸がんの精密検査を実施しています
（平成 20年度休日がん検診協力医療機関のご紹介）

固定資産税（家屋について）
～家屋の新築・取り壊しは届出を～

　平成 20年１月２日から平成 21年１
月１日の間に、家屋の新築・増改築・
解体・取り壊し（一部取り壊しを含む）
をされた方、または予定のある方は、
税務課へご連絡ください。（今年８月ご
ろに「家屋の新・増改築等の調べ」を
提出されている方は不要です。）
　なお、解体・取り壊しについては家
屋滅失届を平成 21 年１月１日までに
税務課へ提出してください。家屋滅失
届の提出がない場合、翌年度も課税対
象となりますので留意してください。
　様式については税務課・各総合支所・
出張所にあります。周防大島町公式ホー
ムページにも様式を掲載していますの
でご利用ください。
◆問い合わせ／税務課　課税第２班　
☎０８２０（７４）１００８（直通）

住民基本台帳ネットワークシステム
および公的個人認証
業務の停止のお知らせ

　住民基本台帳ネットワークシステム
の機器更新作業のため、12 月２日㈫
は、窓口での住基ネットおよび公的
個人認証に関する業務が終日できませ
ん。
　ご迷惑をお掛けしますがよろしくお
願いします。
◆問い合わせ／総務課戸籍住基班
☎０８２０（７４）１０１０


